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事実の概要

　平成 29 年 8 月 18 日、Ｙ１社はＺ社との間で利
率 20％、弁済期平成 30 年 8月 17 日として 3000
万円を貸し付ける内容の金銭消費貸借契約を締結
（以下、本件貸金契約に基づく貸金を「本件貸金」）し、
元金 3000 万円から利息 600 万円を天引きした残
額 2400 万円を交付した。この貸金契約の内容を
利息制限法の規定に即して引き直すと、同法 2条
及び 1条 3号により、本件貸金の元本は 2760 万
円で利息は支払済みとなる。
　同年 12 月、Ｚ社は取引銀行から新規融資打切
りを通告され、同月末をもって資金繰りがショー
トすることが確実となった。そこで、同月 18 日
開催の取締役会において、同月末日付で全従業員
を解雇し、Ｚ社代表者を除く全役員が退任するこ
ととなった（実際に、Ｚ社は同年 12 月末をもって
資金繰りがショートした）。同年 12 月下旬、いく
つかの事業再生案件を手掛けてきた合同会社Ａ社
の代表者Ｂが執行役員の肩書きでＺ社に入社し、
Ｂは、Ｚ社の再生のためには既存債務の整理が必
要であり、そのための当座資金は 1億円程度を要
すると考えた。平成 30 年 1 月初め、Ｂは、Ｙ１
社ら（Ｙ１及びその代表取締役であるＹ２）やその背
後にいるＣのことを知っていたため、Ｙ１社を介
してＣから1億円の追加融資を引き出すことがで
きると考え、同月 10 日頃、Ｙ２に 1 億円の融資
を求めた。これに対し、Ｙ２は、本件貸金の弁済

がされ、新規事業の準備が整えば、Ｃに伝えて 1
億円の融資をすると答えたことから、同月 19 日、
Ｚ社代表者は、Ｂの指示により、Ｚ社の預金口座
から 2800 万円を払い戻し、これをＹ１社に対し
交付した（以下、「本件支払」）。
　同年 1月以降、Ｂは債権者との間でＺ社の債
務整理の交渉を行っていたところ、とりわけＤ社
は破産申立てを仄めかして強硬姿勢を崩さなかっ
た。他方、同年 2月、Ｙ２は 1億円の融資の実行
を打診したが、Ｂは当該融資についてはＣより自
身に対して何らかの保証が求められる可能性があ
り、債務整理の交渉がまとまらない段階で新規事
業がうまくいく保障（ママ）がないとの理由によ
り、これを断り続けていた。同年 4月 3 日、債
務整理の交渉がまとまる前に、ＤはＺ社につき破
産申立てを行い、同年 5月 22 日、Ｚ社破産手続
開始決定がなされ、Ｘが破産管財人に選任された。
その結果、1億円の融資の話も立ち消えになった。
　同年 10 月 3 日、ＸはＹ１社に対し破産法 162
条 1 項 1 号イに基づき本件支払を否認する旨の
意思表示をした。なお、本件貸金の弁済としての
効力が生ずるのは 2760 万円の範囲に限られ、残
額 40 万円については弁済としては無効であり、
もとより法律上の原因を欠くことから、否認権行
使としての法律効果が生ずるのも 2760 万円の範
囲に限られている。
　ＸはＹ２に対し、Ｚ社が支払不能であることを
知りながら、Ｙ１社がＺ社に対して有する債権に
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つき弁済期前に弁済等を受けたと主張し、これは
代表取締役としての任務懈怠に当たるとして、会
社法 429 条 1 項に基づき、2800 万円の損害の賠
償等を求めた。

判決の要旨

　請求一部認容。
　「破産管財人が行使する否認権は、一種の形成
権としての性質を有するものと解されており、破
産手続開始決定がされた後に破産管財人から実際
に否認権行使の意思表示がされるまでは、否認権
行使の対象となる行為も有効なものとして存在し
ていたはずである。取り分け、否認権行使の対象
行為が弁済である場合には、債務者においては債
務を弁済する義務を負い、債権者においては債権
を行使する権利を有していたのであるから、債権
者において債務者の支払不能につき悪意であった
としても、将来的に債務者につき破産手続が開始
することとなるかどうかが明らかでない段階にお
いては、当該弁済が詐害行為取消し又は否認権行
使により効力を有しないものとされ、不当利得と
して弁済額相当額の返還を余儀なくされるおそれ
があることは別段、債権者においてその権利を濫
用し、他の債権者を害する意図で殊更に弁済を受
けたというような特段の事情のある場合を除け
ば、弁済を受けたこと自体が即座に違法性を有す
るものとして不法行為を構成すると解することは
相当でないといわなければならない。」
　「本件支払を受けること自体が違法性を有する
ものとして不法行為を構成すると認めることがで
きないことは前示のとおりであるが、そうである
としても、否認権行使の対象となる行為をするこ
とは、破産者の他の債権者との関係では、破産法
の規律に違反する行為であるとの評価を否定する
ことができないことに加え、Ｘの否認権行使によ
り本件支払につき不当利得として返還を求められ
ることとなれば、訴訟等の対応のための費用を要
するだけでなく、前示のとおり、悪意の受益者と
して法定利息の支払をも余儀なくされるのである
から、Ｙ１社の取締役であるＹ２としては、Ｙ１社
をして否認権行使の対象となる行為をさせないよ
うにすべき善管注意義務を負っていたと解するの

が相当である。
　また、本件支払のうち 40 万円との関係でも、
これが利息制限法に違反する無効な弁済であり、
不当利得として返還を余儀なくされることは明ら
かであるから、Ｙ２としては、同様に、このよう
な支払を受けないようにすべき法令遵守義務ない
し善管注意義務を負っていたというべきである。」
　「法制上、破産法に基づく悪意の推定が当然に
会社法 429 条 1 項の悪意との関係で効力を有す
ることにはならないが、本件において、Ｙ２が悪
意又は重大な過失により任務懈怠に及んだという
場合の悪意又は重大な過失の対象とは、本件支払
のうち 2760 万円との関係では、Ｙ１社をして否
認権行使の対象となる行為をさせたこと、すなわ
ち本件支払が否認権行使の対象となることであ
り、その実質は、Ｚ社が支払不能であったことの
認識にかかっているものと認められる。そうす
ると、同項の悪意の対象は、破産法 162 条 2項 2
号により推定された悪意の対象と実質的には同一
であるといえ、同法に基づく否認権行使を前提と
するＹ１社に対する不当利得返還請求と、このよ
うな否認権行使の対象となる行為をさせたことを
理由とするＹ２に対する会社法 429 条 1 項に基づ
く損害賠償請求とでは、請求の基礎を同じくする
ことを踏まえれば、破産法 162 条 2 項 2 号によ
る推定の効力は、自由心証主義を背景とした事実
上の効果として、会社法 429 条 1 項の悪意にも
及ぶものと認めるのが相当である。」

判例の解説

　一　はじめに
　本件は、Ｙ１社代表者であるＹ２がＹ１社をして
倒産法及び利息制限法に違反する支払をＺ社にな
さしめたことが、取締役の任務懈怠があるとし、
対第三者責任が問われた事案であり、とりわけ、
①否認権行使対象となる弁済を受けたこと自体は
特段の事情のない限り、それだけでは不法行為を
構成しない、②Ｙ２にはＹ１をして否認権行使対象
となる行為をさせないような善管注意義務、及び、
利息制限法に違反するような弁済を受けないよう
な法令遵守義務・善管注意義務を負っている、③
破産法 162 条 2 項 2 号における支払不能の事実
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に関する悪意推定は会社法 429 条 1 項の悪意に
も及ぶ、との 3点が重要である。

　二　取締役の対第三者責任と善管注意義務
　１　総説
　取締役の対第三者責任が成立するには、取締役
に「その職務を行うについて悪意又は重大な過失
が」必要であるとしている（会 429 条 1 項）。こ
の法的性質は特別法定責任であり、悪意・重過失
の対象は任務懈怠であると、最高裁１）は理解し
ている。本件判示においては、取締役の善管注意
義務等を問題とし、悪意・重過失の対象もそれに
向けられていることからして、とりあえず特別法
定責任説を前提としているように思える。現在、
特別法定責任説については再検討の必要性が問わ
れている２）が、その一方で、任務懈怠概念の存
在意義は取締役の内部的役割（任務・権限）が適
切に行われてきたか否かを考慮する余地を残し
て、取締役に帰責させるためであり、それが不法
行為責任に対する対第三者責任の独自性であると
説明され３）、特別法定責任説の存在意義を維持す
ることもできる。

　２　否認権行使の対象となる行為についての
　　　善管注意義務
　まず、本件では、Ｙ１社が否認権行使の対象と
なる弁済を受けたこと自体は不法行為責任を構成
しないが、Ｙ２にはそのような行為をさせないよ
うな善管注意義務があり、その違反により対第三
者責任を成立させると判断した点が特徴的であ
る。会社法 429 条 1 項では取締役自身の任務懈
怠を問題としているのであるから、会社の不法行
為の存在が前提であると理解する必要はなく４）、
この点に限っては問題ない。
　否認権５）とは、破産手続開始決定前になされ
た破産者の行為等を覆滅する形成権であり、特に
本件において問題となっているのは、形式的危機
時期（支払不能または破産手続開始申立てから破産
手続開始までの時期）においてなされた既存債務
についての偏頗行為（ある債権者が他の債権者より
優先して弁済を受けること）を否認する偏頗行為否
認である（破産法 162 条 1項）。通常、支払不能後
の行為が否認対象となるときには、受益者たる債

権者の悪意が立証されなければならない（破 162
条 1 項 1 号柱書但書）が、とりわけ、支払不能後
の偏頗行為で破産者の義務に属しないものについ
ては、支払不能についての悪意が推定されている
（破 162 条 2 項 2 号）。本件では期日前弁済が問題
となっているのであるから、これが「破産者の義
務に属しないもの」に該当し、推定規定の適用対
象となっている。
　否認権の法的性質については、一定の行為を否
認する旨の破産管財人の意思表示によってはじめ
て否認の効果が発生するという、形成権説が通説
であり６）、本件判示もこの立場である。この立場
からすれば、仮に債務者が支払不能に陥っていた
としても、債権者はその時点の判断で、他の債権
者よりも迅速に債権回収に走ることが普通であ
り７）、のちにそれが否認されたとしてもそれは事
後的な結果にすぎない。そこで、債権回収に走る
ことが、債権者の権利濫用に該当したり、詐害の
意図を有したりといった、特段の事情のない限り
不法行為責任には当たらないと理解されており、
これと同様の本件判示は当然である８）。本件判示
において、否認権行使の対象となる弁済受領につ
いては善管注意義務のみを問題とし、法令遵守義
務を問題としていないことは、弁済受領はそれだ
けでは倒産法に違反する行為に該当するわけでは
なく、それゆえ弁済受領へと実際に動いた取締役
は法令遵守義務違反にはならないことを意味して
いる９）。
　これを踏まえ本件判示においては、否認権行使
の対象となる行為をすることが取締役の善管注意
義務違反となりうるとする理由として、①当該行
為が破産法の規律に違反する行為であるとの評価
を否定できないこと、②Ｘによる否認権行使によ
り不当利得返還を求められると、訴訟等の対応の
ための費用を要することに加え、悪意の受益者と
して法定利息の支払をも余儀なくされること、の
2つが挙げられている。弁済受領がそれだけでは
破産法に違反する行為には該当しないので、②が
主たる理由であり、①はあくまでも補助的な位置
づけであると、先行評釈は指摘している 10）。し
かし、②は否認権が行使された事後的な結果にす
ぎない事実であるから、その原因となる否認権が
行使された事実を端的に問題化すべきであるよう
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に思える。そこで、仮に①が任務であると観念す
ると、既述のように、仮に債務者が支払不能となっ
ても債権者が債権回収に走ることを許容され、特
段の事情のない限り不法行為責任には問われな
いことと整合させる必要がある。そこで、Ｙ２は、
Ｃより1億円の融資を引き出すことの前提として
Ｙ１社への期限前弁済を行わせたが、結果的に 1
億円の融資が実行されなかったとの事実が認定さ
れているから、仮にＹ２がＣと共謀状態にあるか、
あるいは、Ｙ２が主導的に、Ｃからの追加融資を
だしにしてＹ１社への本件貸金の弁済を優先させ
ることを求めたような事実でも認定されるような
らば、Ｙ２が偏頗行為となる期限前弁済を行わせ
たことについての善管注意義務違反が認定される
ことになろうが、本件判示ではそこまで具体的な
事実認定がなされているようには読めない。すな
わち、単に破産法に反する弁済といったような抽
象的な論点ではなく、具体的事実 11）が全面に出
た善管注意義務違反の存否を問われるべきであっ
たと思われる。

　３　利息制限法違反についての善管注意義務等
　本件では、利息制限法に違反する弁済受領行為
につき、法令遵守義務と善管注意義務とが問われ
ている。貸金業者の倒産により過払金返還請求が
奏功しない過払金債権者（借主）が、貸金業者の
取締役の責任を追及する一連の裁判例 12）におい
て、取締役の（あらゆる）法令の遵守義務 13）違反
と善管注意義務違反を理由とする対第三者責任を
追及していることと、本件判示は軌を一にする。
しかも、（会社に対する）任務懈怠を要件とする対
第三者責任において、利息制限法という借主保護
のための法律に違反したことが、借主であるＺ社
の利益を代表するＸ（第三者）による責任追及の
根拠を導きやすくなると思われる 14）。

　三　悪意の推定規定
　Ｙ２が破産法 162 条 2 項 2 号により支払不能の
事実につき悪意であることが推定されることが、
会社法 429 条 1 項の悪意の認識にも及ぶとして
いる。既述の通り、会社法 429 条 1 項の悪意の
対象たる事実は任務懈怠であり、本件においては、
Ｚ社支払不能後にＹ１社が有する債権の期日前弁

済を求めること自体が任務懈怠行為となってお
り、そのためには悪意の対象の中には支払不能が
当然に含まれており、それを破産法 162 条 2項 2
号により推定されたものを会社法 429 条 1 項に
おける支払不能についての悪意にも流用すること
には問題なかろう。もちろん、二２に挙げたよう
な、それ以外の任務懈怠の事実につき立証が必要
であることはいうまでもない。
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